
前橋市地球温暖化防止実行計画 2021-2030（素案）に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

  令和２年１２月１日（火）から令和２年度１２月２１日（月）まで 

 

２ 意見提出者数及び意見数 

 ・意見提出者数： １人 

 ・意見提出件数： ７件 

 

３ 意見及び市の考え方 

前橋市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、いただいたご意見に対する市

の考え方を公表します。今回いただいたご意見を参考に、前橋市地球温暖化防止実

行計画 2021-2030を策定させていただきます。 

  貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

 

NO. 意見の概要 市の考え方 

１ 前計画の振り返りで 2017 年度の排

出量が 2009 年度比で 10.5%増加し

ているのは、東日本の原発事故前の

排出原単位も影響しているかと思

う。 

また、基準年度を震災後と同レベル

の原単位とした場合増減はどのよ

うな結果となっているのか。 

ご指摘のとおり、東日本大震災以降、火

力発電所の稼働が増加したことに伴い、

電気の CO2排出係数が悪化していること

が排出量増加の主な要因の一つとして

考えられます。 

また、基準年度を震災後と同レベルの原

単位とした場合の増減ですが、類似の分

析として電気の CO2排出係数を基準年度

同様の数値で各年度の排出量を算出し

たものを 14 ページにオレンジ色のグラ

フで掲載しています。結果として、2017

年度は 2,267千ｔ-CO2相当となり、基準

年度比で 2.7％の増加となっています。 

いただいたご意見を踏まえ、排出量が増

加した主な要因及び電気の CO2排出係数

を基準年度同様の数値で算出した場合

の結果に関する記述を 14 ページに追記

します。 



２ EV＝ゼロカーボンと一般的に誤解

されているように感じる。市が取り

組んでいる小水力電力を EV に給電

する仕組みが出来れば本当の脱炭

素が実現出来るかと思うので、EV

普及に併せて上記の仕組み作りを

進めていただきたい。 

以前は桃井小学校北側を流れる矢田川

を利用した小水力発電による電力を併

設していた EV 用充電器への給電に活用

していましたが、小学校の改築工事に伴

う EV 用充電器の移設によって現在は実

施できていないところです。 

なお、移設後は六供清掃工場にて廃棄物

発電による電力を活用した給電を実施

しています。 

これまでの実績やいただいたご意見を

踏まえ、基本施策１及び３を推進するこ

とによって、再生可能エネルギーを活用

した EVの普及促進を図ってまいります。 

３ 38 ページの再エネ指標の増大及び

地域マイクログリッドは、民間各企

業と連携して是非とも推進してい

ただきたい。 

進行管理指標に掲げた目標を達成でき

るよう、官民で連携しながら取り組んで

まいります。 

４ 39 ページの新エネルギーの導入実

績の中で、事業所の太陽光発電の累

積容量（19万 kW強）が住宅用の４

倍もあることに驚いた。事業所はま

だまだ環境負荷の低減余地がある

ものと日々感じているので、引き続

き誘導策を講じていただきたい。 

いただいたご意見を踏まえ、基本施策１

の主な取組に「事業者に対する再生可能

エネルギーの導入に向けた側面的支援」

を追加します。 

５ FIT の終焉ムードの中でも蓄電池

の普及による自家消費率向上の利

点等の啓蒙をお願いするとともに、

自家消費率の更なる向上を期待し

ている。 

家庭用蓄電池においては基本施策１に

「住宅用太陽光発電と蓄電池の利用促

進」を、省エネ設備への補助においては

基本施策２に「家庭における省エネルギ

ー機器の導入支援」等を記載していると

ころです。 

引き続き、これらの取組を通じて、家庭

における地球温暖化対策及び新エネル

ギー・省エネルギーの普及促進を図って

まいります。 

６ 現状の省エネ設備への補助事業は

引き続き継続していただきたい。 



７ CO2削減は電力だけではない（電力

代替が困難な熱需要は全エネルギ

ーの約半分と一般的には言われて

いる）。CO2削減には、熱源のエネル

ギーとして、都市ガス等環境負荷の

低いエネルギーが有効なことを 42

ページの基本施策にて少し触れて

いただきたい。 

42ページの基本施策４は、都市機能の集

約や緑化の推進を主とした施策となっ

ているため、いただいたご意見に関して

は、40ページの基本施策２の主な取組に

「省エネルギー対策や省エネルギー行

動に関する情報発信」を追加します。 

省エネ機器の導入促進だけでなく各種

エネルギーの有効活用についても本施

策の下で普及啓発を行ってまいります。 

※とりまとめの都合上、意見等の内容は適宜要約しています。 


